
様式第 1 号（第 4 条関係） 
 
 

文書等寄贈（寄託）申込書 
 

年  月  日 
 
鳥取県立公文書館長 様 
 

 
住所 
氏名 

 
鳥取県立公文書館管理運営要綱第 4 条第 2 項の規定により文書を寄贈（寄託）したいので、下記のと

おり申し込みます。 
 

記 
 
１ 申込者 

ふりがな  

氏 名  

住 所 
（郵便番号   －    ） 
 
 

電話番号 （    ） 

 
２ 寄贈（寄託）する文書等 

文書等の種類 数量 備考 
 

  

 
３ 条例第 13 条第 2 項第 3 号に規定する利用条件等 

利用条件 該当箇所 条件の満了する期日 

 

  

 



 
様式第 2 号（第 14 条関係） 
 

特定歴史公文書等利用決定通知書 
 

番     号 
年  月  日 

 
             様 
 

鳥取県立公文書館長 
 
     年  月  日付けの利用請求について、鳥取県公文書等の管理に関する条例施行規則第６

条第１項の規定により、次のとおり特定歴史公文書等の全部を利用に供することを決定したので通知し

ます。 
 

特定歴史公文書等

の 名 称  

利用に供する日時 
午前 

  年  月  日（ ）       時   分 以後 
午後 

利用に供する場所  

利用の実施方法 （１）閲覧   （２）視聴    （３）写しの交付 

担      当 （電話       ） 

備      考  

注 特定歴史公文書等を利用する際には、この通知書を受付へ提示してください。 



様式第 3 号（第 14 条関係） 
 

特定歴史公文書等部分利用決定通知書 
 

番     号 
年  月  日 

 
             様 
 

鳥取県立公文書館長 
 
     年  月  日付けの利用請求について、鳥取県公文書等の管理に関する条例施行規則第６

条第１項の規定により、次のとおり特定歴史公文書等の一部を利用に供することを決定したので通知し

ます。 
 

特定歴史公文書等

の 名 称  

利用に供する日時 
午前 

    年  月  日（ ）       時   分 以後 
午後 

利用に供する場所  

利用の実施方法 （１）閲覧   （２）視聴    （３）写しの交付 

利用に供しない 
こととした部分  

上 記 の 部 分 を 
利用に供しない 
理 由 

鳥取県公文書等の管理に関する条例第１３条第２項第  号  に該当 
（説明） 
 

※上記の理由が 
な く な る 期 日     年  月  日 

担      当 （電話       ） 

備      考  

注１ この決定について不服がある場合は、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）の規定により、この決定があ

ったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に、知事に対して異議申立て（審査請求）をすることができます。 
 また、この決定の取消しの訴えは、決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、鳥取県を被告とし

て（訴訟において鳥取県を代表する者は鳥取県知事となります。）、提起することができます。なお、この決定があった

ことを知った日から６か月以内であっても、決定の日から１年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することはでき

なくなります。ただし、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に異議申立て（審査請求）を

した場合には、この決定の取消しの訴えは、その異議申立て（審査請求）に対する決定（裁決）があったことを知った

日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。 
注２ 特定歴史公文書等を利用する際には、この通知書を受付へ提示してください。 



様式第 4 号（第 14 条関係） 
 

特定歴史公文書等利用制限決定通知書 
 

番     号 
年  月  日 

 
             様 
 
 

鳥取県立公文書館長 
 
     年  月  日付けの利用請求について、鳥取県公文書等の管理に関する条例施行規則第６

条第１項の規定により、次のとおり特定歴史公文書等の全部を利用に供しないことを決定したので通知

します。 
 

特定歴史公文書等

の 名 称  

利用に供しない 
理 由 

 
鳥取県公文書等の管理に関する条例第１３条第２項第  号  に該当 
（説明） 
 
 
 
 

※上記の理由が 
な く な る 期 日     年  月  日 

担      当 （電話       ） 

備      考  

注 この決定について不服がある場合は、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）の規定により、この決定があっ

たことを知った日の翌日から起算して６０日以内に、知事に対して異議申立て（審査請求）をすることができます。 
 また、この決定の取消しの訴えは、決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、鳥取県を被告とし

て（訴訟において鳥取県を代表する者は鳥取県知事となります。）、提起することができます。なお、この決定があった

ことを知った日から６か月以内であっても、決定の日から１年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することはでき

なくなります。ただし、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に異議申立て（審査請求）を

した場合には、この決定の取消しの訴えは、その異議申立て（審査請求）に対する決定（裁決）があったことを知った

日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。 



様式第 5 号（第 15 条関係） 
 

決定期間延長通知書 
 

番     号 
年  月  日 

 
             様 
 
 

鳥取県立公文書館長 
 
     年  月  日付けの利用請求について、鳥取県公文書等の管理に関する条例施行規則第６

条第２項の規定により、次のとおり利用決定等をすべき期間を延長したので通知します。 
 

特定歴史公文書等

の 名 称  

規則第６条第１項

の 規 定 に よ る 
決 定 期 間 

       年  月  日 から 
 
       年  月  日 まで 

延 長 後 の 
決 定 期 間 

       年  月  日 から 
 
       年  月  日 まで 

延 長 の 理 由  

担      当 （電話       ） 

備 考  



様式第 6 号（第 16 条関係） 
 

利用決定等の期限の特例通知書 
 

番     号 
年  月  日 

 
             様 
 
 

鳥取県立公文書館長 
 
     年  月  日付けの利用請求について、鳥取県公文書等の管理に関する条例施行規則第６

条第４項の規定により、次のとおり利用決定等をすべき期間を延長したので通知します。 
 

特定歴史公文書等

の 名 称  

規則第６条第１項

の 規 定 に よ る 
決 定 期 間 

       年  月  日 から 
 
       年  月  日 まで 

規則第６条第４項

の規定を適用する

理 由 
 

利用請求に係る特

定歴史公文書等の

うち相当の部分に

つき利用決定等を

す る 期 間 

       年  月  日 から 
 
       年  月  日 まで 

上記期間内に利用

決定等をする部分  

残りの特定歴史公

文書等について利

用決定等をする 
期 限 

 

担      当 （電話       ） 



様式第 7 号（第 17 条関係） 
 

番     号 
年  月  日 

 
             様 
 
 

鳥取県立公文書館長 
 

特定歴史公文書等の利用請求に関する意見について（照会） 
 
あなた（貴団体）に関する情報が記録されている特定歴史公文書等について、鳥取県公文書等の管理

に関する条例施行規則第５条の規定による利用請求があり、当該特定歴史公文書等について利用決定を

行う際の参考とするため、同条例第１５条第１項の規定に基づき、御意見を伺うこととしました。 
ついては、この特定歴史公文書等を利用させることについて御意見があれば、別紙「特定歴史公文書

等の利用に関する意見書」により回答してください。 
なお、提出期限までに同意見書の提出がない場合には、特に御意見がないものとして取り扱います。 
 

利用請求に係る 
特定歴史公文書等

の 名 称 
 

利 用 請 求 が 
あ っ た 年 月 日        年  月  日 

特定歴史公文書等

に記録されている 
あなた（貴団体）

に 
関 す る 情 報 

 

意見書の提出期限        年  月  日 

意見書の提出先 
及 び 担 当 者 （電話       ） 



様式第 8 号（第 17 条関係） 
（別紙） 
 

特定歴史公文書等の利用に関する意見書 
 

年  月  日 
 
鳥取県立公文書館長 様 

 
住所 
（法人その他の団体にあっては、事業所又は事業所の所在地） 
 
氏名 
（法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名） 
 
連絡先（電話番号） 

 
     年  月  日付けで照会のあった特定歴史公文書等の利用について、下記のとおり意見を

提出します。 
 

照 会 の あ っ た 
特定歴史公文書等

の 名 称 
 

利用に関しての 
御 意 見 ※ 

１ 利用されても支障（不利益）はない。 
 
 
２ 利用されると支障（不利益）を生じる。 
 
 
（１）支障（不利益）がある部分 

 
 
（２）支障（不利益）の具体的内容 

 

担      当 （電話       ） 

※１又は２のうち該当する番号に○を付してください。２を選択された場合は、支障（不利益）がある

部分及びその具体的内容も記載してください。なお、必要に応じて別紙を添付していただいても構いま

せん。 
 



様式第 9 号（第 17 条関係） 
 

番     号 
年  月  日 

 
 （第三者）    様 
 
 

鳥取県立公文書館長 
 

特定歴史公文書等の利用請求に関する意見について（照会） 
 
あなた（貴団体）に関する情報が記録されている特定歴史公文書等について、鳥取県公文書等の管理

に関する条例施行規則第５条の規定による利用請求があり、利用決定を行いたいと思います。 
ついては、同条例第１５条第２項の規定に基づき御意見を伺いますので、この特定歴史公文書等を利

用させることについて御意見があれば、別紙「特定歴史公文書等の利用に関する意見書」により回答し

てください。 
なお、提出期限までに同意見書の提出がない場合には、特に御意見がないものとして取り扱います。 
 

利用請求に係る 
特定歴史公文書等

の 名 称 
 

利 用 請 求 が 
あ っ た 年 月 日        年  月  日 

特定歴史公文書等

の利用をさせよう

と す る 理 由 
 

特定歴史公文書等

に記録されている 
あなた（貴団体）

に 
関 す る 情 報 

 

意見書の提出期限        年  月  日 

意見書の提出先 
及 び 担 当 者 （電話       ） 



 
様式第 10 号（第 17 条関係） 
（別紙） 
 

特定歴史公文書等の利用に関する意見書 
 

年  月  日 
 
鳥取県立公文書館長 様 

 
引継元実施機関の長 

 
 
     年  月  日付けで照会のあった特定歴史公文書等の利用について、下記のとおり意見を

提出します。 
 

照 会 の あ っ た 
特定歴史公文書等

の 名 称 
 

利用に関しての 
御 意 見 ※ 

１ 特に意見はない。 
 
 
２ 意見がある。 
 
 
（１）意見がある部分 

 
 
（２）意見の具体的内容 

 

担      当 （電話       ） 

※１又は２のうち該当する番号に○を付してください。２を選択された場合は、支障（不利益）がある

部分及びその具体的内容も記載してください。なお、必要に応じて別紙を添付していただいても構いま

せん。 



様式第 11 号（第 17 条関係） 
 

番     号 
年  月  日 

 
 （引継元実施機関の長）    様 
 
 

鳥取県立公文書館長 
 

特定歴史公文書等の利用請求に関する意見について（照会） 
 
鳥取県公文書等の管理に関する条例第１３条第２項第１号ウに関する情報が記録されている下記の特

定歴史公文書等について、同施行規則第５条の規定による利用請求があり、利用決定を行いたいと考え

ています。 
ついては、同条例第１５条第３項の規定に基づき、引継元実施機関としての御意見を伺いますので、

この特定歴史公文書等を利用させることについて御意見があれば、別紙「特定歴史公文書等の利用に関

する意見書」により回答してください。 
なお、提出期限までに同意見書の提出がない場合には、特に御意見がないものとして取り扱います。 
 

利用請求に係る 
特定歴史公文書等

の 名 称 
 

利 用 請 求 が 
あ っ た 年 月 日        年  月  日 

特定歴史公文書等

に付されている条

例第９条第３項の

規定による意見の

内 容 

 

特定歴史公文書等

の利用をさせよう

と す る 理 由 
 

意見書の提出期限        年  月  日 

意見書の提出先 
及 び 担 当 者 （電話       ） 



 
様式第 12 号（第 17 条関係） 
 

番     号 
年  月  日 

 
 （第三者）    様 
 
 

鳥取県立公文書館長 
 

特定歴史公文書等の利用決定について（通知） 
 
あなた（貴団体）に関する情報が記録されている特定歴史公文書等の利用請求について、鳥取県公文

書等の管理に関する条例施行規則第６条第１項の規定により、次のとおり利用に供することを決定した

ので、同条例第１５条第４項の規定により通知します。 
 

利用決定した特定

歴史公文書等の 
名 称 

 

利用に供すること

と し た 理 由  

利用に供する日        年  月  日 

担      当 （電話       ） 

注 この決定について不服がある場合は、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）の規定により、この決定があっ

たことを知った日の翌日から起算して６０日以内に、知事に対して異議申立て（審査請求）をすることができます。 
 また、この決定の取消しの訴えは、決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、鳥取県を被告とし

て（訴訟において鳥取県を代表する者は鳥取県知事となります。）、提起することができます。なお、この決定があった

ことを知った日から６か月以内であっても、決定の日から１年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することはでき

なくなります。ただし、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に異議申立て（審査請求）を

した場合には、この決定の取消しの訴えは、その異議申立て（審査請求）に対する決定（裁決）があったことを知った

日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。 



様式第 13 号（第 22 条関係） 
 

掲載承認申請書 
 

                                                   年  月  日 
 
 鳥取県立公文書館長 様 
 
 

申請者 住所 
氏名又は 
団体名 
代表者氏名 

 
 
下記により、公文書館所蔵資料を掲載したいので申請します。 

 
記 

 
１ 資料の名称と点数（点数が多い場合は、別紙添付のこと） 
 
 
 
２ 申請の目的 
 
 
 
３ 掲載の方法  写真の転載  ＶＴＲの放映  翻刻（全体・部分） 
         その他（                ） 
 
 
 
４ 掲載出版物･放映番組 
 ア 書名・番組名 
 イ 著編者・放送局 
 ウ 発行価格 
 エ 発行ページ数 
 オ 発行部数 
 カ 発行・放映予定日     
 



様式第 14 号（第 23 条関係） 
 
 
 

公文書等館外貸出申込書 
 
 
 鳥取県立公文書館長         様 
 
 
 
 鳥取県立公文書館管理運営要綱第 23 条の規定により、次のとおり公文書等の館外貸出しの許可を受

けたいので、申し込みます。 
 

  年  月  日 
 
 

申込者  住 所 
     氏 名                ○印  
     連絡先 
    （電話番号） 
 
 

管 理 方 法  

貸
出
公
文
書
等 

公文書等の 
種別 整理番号等 名    称 

   

   

   

   

   

貸出期間 年   月   日から   年   月   日まで 

 



様式第 15 号（第 25 条関係） 
 
 

実施機関等特例利用申込書 
 

年  月  日 
 
鳥取県立公文書館長 様 

 
（引継元実施機関等の長） 

 
 
 鳥取県公文書等の管理に関する条例第 22 条の規定に基づき、下記のとおり特定歴史公文書等の利用

を申込みます。 
 

種別 整理番号等 特定歴史公文書等の名称 

 

  

 


